
橋論叢 第95巻 第4号（116）

〔
博
士
論
文
要
旨
〕

　
　
　
　
　
議
会
制
の
「
近
代
」
と
「
現
代
」

　
　
　
　
　
　
ー
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
憲
法
と
そ
の
運
用
を
中
心
に
ー
．

　
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
場
合
を
素
材
に
し
て
、
近
現
代
の
市

民
憲
法
の
統
治
原
理
た
る
議
会
中
心
主
義
の
成
立
、
崩
壌
を
、
社
会
経
済

的
、
政
治
的
お
よ
ぴ
法
諭
理
的
に
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
へ
の
対

応
の
あ
り
方
を
析
出
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
市
民
憲
法
は
、
歴
史
社
会
的
に
は
、
資
本
主
義
経
済
を
基
盤
と
し
、
そ

の
展
開
、
維
持
を
担
う
国
家
の
根
本
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
憲
法

は
資
本
主
義
経
済
に
適
合
的
な
構
造
を
維
持
し
つ
つ
、
資
本
主
義
の
発
展

段
階
が
異
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
せ
ま
ら
れ
、
変
化
す
る
。

憲
法
が
歴
史
的
に
変
化
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
国
家
権
カ
の
現

実
の
主
体
と
被
統
治
主
体
と
の
対
立
、
抗
争
の
諸
関
係
が
必
ず
存
在
し
、

作
用
し
て
い
る
。
生
産
関
係
の
両
極
お
よ
ぴ
そ
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
る
階

級
が
、
自
己
に
適
合
的
な
社
会
－
政
治
秩
序
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
市
民
憲
法
に
お
け
る
統
治
様
式
は
、
社
会
に
お
け
る
階
級

的
分
裂
を
「
統
合
」
し
つ
つ
、
費
本
主
義
社
会
に
敵
対
的
な
要
求
を
「
排

除
」
す
る
と
い
う
、
矛
盾
す
る
二
つ
の
課
題
を
追
求
す
る
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
の
統
治
様
式
の
典
型
が
議
会
制
で
あ
る
。
議
会
は
そ
れ

竹
　
　
内

康
　
　
江

自
体
権
力
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
権
カ
一
般
に
対
抗
す
る
制
度
と
し
て

出
発
し
た
。
か
よ
う
な
議
会
の
、
国
家
権
カ
と
社
会
を
媒
介
す
る
性
椿
の

ゆ
え
に
、
社
会
経
済
的
対
抗
関
係
に
あ
る
両
極
は
、
普
通
選
挙
制
の
樹
立

お
よ
ぴ
政
治
縞
社
の
自
由
な
ど
の
政
治
的
自
由
の
保
障
の
下
に
、
議
会
と

い
う
場
で
、
政
治
的
対
抗
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
議
会
制
民

主
主
義
の
理
念
が
成
立
す
る
。
議
会
制
民
主
主
義
は
市
民
憲
法
の
統
治
原

理
で
あ
る
以
上
、
先
に
挙
げ
た
「
統
合
」
と
「
排
除
」
と
い
う
課
題
を
追

求
す
る
。
だ
が
、
議
会
制
「
民
主
主
義
」
で
あ
る
が
た
め
に
、
社
会
の
多

数
派
に
よ
る
権
力
回
復
の
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
右
の
点
を
考
え
る
時
、
憲
法
史
に
お
い
て
中
間
層
の
存
在
を
看
過
で
き

な
い
。
中
間
層
は
社
会
経
済
的
対
抗
関
係
の
両
極
の
裂
け
目
を
埋
め
、
そ

の
占
め
る
位
置
の
ゆ
え
に
、
両
極
に
組
み
入
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し

ぱ
し
ば
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
し
か
し
本
来
的
に
両
極
か
ら
相
対
的
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
、
中
間
層
は
、
変
革
期
に
お
い
て

独
自
の
構
想
を
積
極
的
に
打
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
本
稿
は
検
討
の
素
材
を
も
っ
ぱ
ら
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
に
求
め
る
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
階
級
対
立
が
比
較
的
鮮
明
で
あ
り
、
階
級
意
識
の

成
長
と
持
続
が
、
重
要
な
現
象
と
し
て
現
代
ま
で
観
察
さ
れ
、
し
か
も
そ

れ
が
主
権
原
理
、
代
表
制
原
理
の
対
抗
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
犬
革
命
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
、
畏

意
か
ら
独
立
し
た
政
治
を
可
能
に
す
る
ナ
シ
オ
ン
主
権
、
ナ
シ
オ
ン
代
表

原
理
を
一
貫
し
て
維
持
し
、
労
働
者
を
中
心
と
し
た
昆
衆
は
、
民
意
に
よ

る
政
治
を
帰
結
す
る
ブ
ー
プ
ル
主
権
、
プ
ー
プ
ル
代
表
原
理
を
対
置
さ
せ

て
き
た
。
ど
ち
ら
の
原
理
を
採
用
す
る
か
で
議
会
制
の
あ
り
方
は
ま
っ
た

く
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
対
抗
関
係
は
第
三
共
和
制
に
持
ち
込
ま

れ
、
政
治
シ
ー
ン
に
顕
現
化
し
て
く
る
。
近
代
議
会
制
は
、
一
方
に
お
い

て
、
社
会
に
お
け
る
多
数
派
の
支
配
を
妨
げ
、
他
方
に
お
い
て
、
資
本
主

義
に
敵
対
的
な
勢
力
を
議
会
に
到
達
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
社
会

経
済
的
対
抗
関
係
の
両
極
に
位
置
す
る
二
大
階
級
に
よ
っ
て
、
近
代
議
会

制
の
行
き
詰
ま
り
が
自
覚
さ
れ
、
打
開
策
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
先
ず
実
効
的
憲
法
の
変
遷
と
い
う
過
程
を
経
て
、
つ
い
に
は
制
定

憲
法
の
変
更
を
も
た
ら
す
。
第
三
共
和
制
に
お
け
る
議
会
制
の
展
開
は
、

第
五
共
和
制
憲
法
に
よ
る
議
会
制
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
転
換
に
通
ず
る
、

改
革
構
想
の
底
流
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
第
一
次
世
界
犬
戦
を
境
に
し
て
、
第
三
共
和
制
前
半
1

「
議
会
中
心
主
義
の
確
立
」
－
と
後
半
（
戦
間
期
）
－
「
議
会
中
心

主
義
の
毅
り
」
－
に
時
期
区
分
を
行
い
、
議
会
の
代
表
機
能
と
そ
の
立

法
権
と
い
う
二
つ
の
視
角
か
ら
、
議
会
内
に
現
わ
れ
た
議
論
を
中
心
に
考

察
を
試
み
る
。

　
本
稿
の
章
．
こ
と
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
－
部
　
議
会
中
心
主
義
の
確
立

　
第
一
章
　
共
和
主
義
的
環
境
の
熟
成

　
第
三
共
和
制
前
夜
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
、
ブ
ル
ジ
冒
ワ
ジ
ー
と
労
働
者

と
い
う
相
対
時
す
る
二
つ
の
階
級
に
引
き
裂
か
れ
、
労
働
者
は
政
治
的
に

主
権
者
意
識
に
覚
醒
し
て
い
た
。
普
通
選
挙
は
保
守
的
な
農
村
社
会
の
フ

ラ
ン
ス
が
自
己
表
明
す
る
選
挙
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
等
主
義
的
・
社
会

主
義
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
フ
ラ
ン
ス
が
自
己
表
明
す
る
選
挙
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
労
働
者
の
存
在
は
ブ
ル
ジ
百
ワ
ジ
ー
の
政
治
的
支
配
を

揺
る
が
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
労
働
者
の
全
人
口
に
占
め
る

比
率
は
三
分
の
一
に
す
ぎ
ず
、
広
汎
に
存
在
す
る
中
間
層
・
農
民
（
1
1
新

し
い
社
会
層
）
が
階
級
対
立
の
緩
衝
を
形
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
政

治
権
カ
を
掌
握
し
た
新
し
い
社
会
層
は
、
「
反
動
も
革
命
も
お
断
わ
り
」

と
い
う
中
適
主
義
的
な
立
場
を
と
り
、
議
会
に
階
級
対
立
が
持
ち
込
ま
れ

る
こ
と
を
阻
止
し
て
い
た
。

　
一
八
七
五
年
憲
法
は
共
和
制
を
樹
立
し
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
共
和
主

義
的
世
論
を
反
映
し
て
い
る
。
テ
ィ
エ
ー
ル
政
権
に
よ
る
「
共
和
制
」
の

名
に
お
け
る
バ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
弾
圧
が
、
「
共
和
制
」
に
対
す
る
ア

レ
ル
ギ
ー
を
緩
和
し
た
の
み
な
ら
ず
、
社
会
主
義
に
対
抗
す
る
「
共
和

制
」
概
念
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。

　
一
八
七
五
年
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
二
つ
の
共
和
制
が
存
在
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
樹
立
さ
れ
た
共
和
制
は
、
ナ
シ
オ
ン
主
権
原

理
を
塞
礎
に
置
く
。
第
一
に
、
ナ
シ
オ
ン
は
自
ら
主
権
を
行
使
せ
ず
、
そ

の
行
使
を
代
表
者
に
委
任
す
る
。
選
任
関
係
の
質
を
間
わ
ず
、
代
議
院
・

609
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元
老
院
・
大
統
領
が
国
民
代
表
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
氏
代
表
は
金
く
自

由
に
独
自
の
判
断
で
委
任
さ
れ
た
権
限
を
行
使
し
、
命
令
的
委
任
は
禁
止

さ
れ
る
。
第
三
に
、
選
挙
民
は
自
己
の
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
全
国
民

の
た
め
に
選
挙
権
を
行
使
す
る
。
第
四
に
、
自
由
は
権
カ
に
よ
る
権
カ
の

抑
制
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
立
法
権
と
行
政
権
は
分
立
さ
れ
、
立
法
権

は
さ
ら
に
二
院
に
分
割
さ
れ
る
。
こ
の
系
に
あ
っ
て
は
、
共
和
制
は
秩
序

維
持
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
も
う

一
つ
の
共
和
制
は
、
プ
ー
プ
ル
主
権
原
理
を
基
礎
と
す
る
。
第
一
に
、
被

選
の
議
会
だ
け
が
、
主
権
者
プ
ー
プ
ル
の
唯
一
の
受
託
者
で
あ
り
、
他
の

い
か
な
る
権
カ
も
並
ぴ
立
た
な
い
。
第
二
に
、
議
会
は
一
院
制
で
あ
る
。

プ
i
プ
ル
の
意
思
は
一
つ
で
あ
り
、
法
律
に
よ
ウ
て
表
明
さ
れ
る
。
第
三

に
、
議
会
は
通
年
制
で
あ
る
。
プ
ー
プ
ル
は
一
瞬
た
り
と
も
法
的
に
代
表

さ
れ
る
こ
と
を
や
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
、
行
政
府
は
議
会
に
従

属
す
る
。
議
会
は
命
令
的
委
任
制
度
を
介
し
て
、
ブ
ー
ブ
ル
に
従
属
す
る
。

こ
こ
に
《
プ
ー
プ
ル
↓
議
会
↓
行
政
府
彰
と
い
う
イ
ェ
ラ
ル
シ
ー
が
成
立

す
る
。
選
挙
人
の
多
数
派
に
よ
っ
て
表
助
さ
れ
た
意
恩
が
プ
ー
プ
ル
の
意

思
、
す
な
わ
ち
国
家
意
思
と
な
る
共
和
制
が
支
持
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ

う
な
共
和
制
こ
そ
が
果
敢
に
社
会
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
八
七
五
年
憲
法
は
、
ナ
シ
オ
ン
主
権
に
基
づ
く
体
制
を
樹
立
し
た
が
、

そ
れ
は
一
七
九
一
年
憲
法
体
制
の
復
活
を
意
味
し
な
い
。
す
べ
て
の
者
に

「
場
」
を
与
え
る
共
和
制
が
採
用
さ
れ
、
共
和
制
の
全
権
カ
の
源
泉
は
、

普
通
選
挙
権
者
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
選
挙
は
信
任
の
意
義
を
与

え
ら
れ
、
議
員
と
選
挙
氏
と
の
個
人
的
信
頼
関
係
の
確
保
を
理
由
に
、
小

選
挙
区
単
記
投
稟
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
多
数
派
の
理
解
に
よ
　
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

れ
ぱ
、
普
通
選
挙
の
影
響
を
こ
う
む
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
代
議
院
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
代
議
院
1
－
普
通
選
挙
に
対
抗
す
る
の
が
、
代
議
院
の
解
散

権
を
有
す
る
大
統
領
と
大
統
領
の
支
持
権
カ
た
る
元
老
院
で
あ
る
。
一
八

七
五
年
憲
法
は
、
権
カ
の
正
当
性
の
根
拠
を
普
通
選
挙
に
置
き
つ
つ
、
普

通
選
挙
の
結
果
に
異
議
を
申
し
立
て
る
装
置
を
、
統
治
機
構
内
部
に
組
み

込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
元
型
議
院
制
の
採
用
で
あ
る
。
－

　
第
二
章
議
会
の
代
表
機
能

　
「
セ
ー
ズ
・
メ
事
件
」
二
八
八
四
年
憲
法
改
正
」
を
通
じ
て
、
＝
兀
型

・
議
院
制
の
構
想
が
勝
利
を
占
め
、
憲
法
の
運
用
レ
ベ
ル
で
転
換
が
行
わ
れ

る
。
普
通
選
挙
の
結
果
生
ま
れ
た
多
数
派
が
尊
重
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、

か
か
る
多
数
派
の
支
持
を
得
て
い
る
議
会
多
数
派
こ
そ
国
氏
意
思
を
表
明

で
き
る
の
で
あ
る
。
大
臣
は
議
会
に
対
し
て
の
み
有
責
で
、
犬
統
領
は
大

臣
の
副
署
な
し
に
は
何
も
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
解
散
権
の

行
使
に
制
約
が
加
わ
り
、
解
散
後
の
選
挙
の
も
つ
民
圭
的
契
機
が
認
識
さ

れ
た
。
こ
こ
に
い
う
議
会
は
代
議
院
と
元
老
院
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
論
理

上
元
老
院
の
選
挙
制
度
に
影
響
を
及
ぱ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

セ
ー
ズ
・
メ
事
件
に
お
い
て
代
議
院
が
大
統
領
の
挑
戦
に
打
ち
勝
ち
＝
兀

型
議
院
制
を
樹
立
し
え
た
の
は
、
代
議
院
が
普
通
選
挙
権
者
を
直
接
に
代

表
し
て
い
る
こ
と
を
援
用
し
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
代
議
院
（
1
1
革
新
の
糖
神
）
と
元
老
院
（
…
抑
制
の
精
神
）

と
の
機
能
上
の
違
い
を
理
由
に
、
両
者
が
同
一
の
組
織
方
法
に
従
う
べ
き

で
は
な
い
と
さ
れ
、
元
老
院
の
基
礎
の
民
主
的
拡
大
は
ま
っ
た
く
不
十
分

に
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
元
老
院
は
地
方
の
有
カ
者
・
名
士
の
会
と
い
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う
性
樒
を
持
ち
、
県
及
ぴ
全
国
レ
ペ
ル
で
の
農
村
の
過
多
代
表
に
よ
っ
て

著
し
く
農
村
的
色
彩
を
帯
ぴ
、
制
憲
者
の
意
思
は
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
元
老
院
と
代
議
院
の
一
致
を
み
な
け
れ
ぱ
、
国
民
意
恩
は
成
立
し
な

い
。
元
老
院
が
代
議
院
の
意
恩
に
譲
歩
す
る
と
い
う
保
陣
が
な
い
以
上
、

一
元
型
識
院
制
へ
の
転
換
を
推
進
し
た
普
通
選
挙
の
結
果
の
尊
璽
と
い
う

理
念
は
、
現
実
化
の
制
度
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
代
議
院
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
小
選
挙
区
単
記
投
稟
制
と
県
単
位

名
簿
式
投
稟
制
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
前
者
は
人
物
本
位
の
選
挙
で
、

候
補
者
個
人
に
た
い
す
る
選
挙
民
の
信
頼
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の

制
度
は
選
挙
区
の
利
益
が
前
面
に
出
て
、
国
民
的
犬
問
題
が
後
景
に
押
し

や
ら
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
と
、
木
え
ず
批
判
さ
れ
て
い
た
。
後
者

は
思
想
間
の
選
挙
を
目
指
す
も
の
で
、
政
党
間
の
選
挙
へ
と
進
展
し
て
い

く
契
機
を
持
つ
。
こ
の
制
度
は
選
挙
区
に
お
け
る
地
方
的
影
響
か
ら
議
員

を
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
選
挙
区
か
ら
の
独
立
を
公
然
と

宣
言
し
て
い
る
。
選
挙
に
際
し
て
国
民
的
レ
ベ
ル
で
政
治
理
念
が
提
示
さ

れ
、
こ
れ
を
通
し
て
世
論
に
よ
る
統
治
の
実
現
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
に
た
い
し
て
は
、
選
挙
民
と
議
員
の
関
係
が
疎
遠
に
な
り
、
代

表
者
が
賛
任
を
負
わ
な
く
な
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
両
制
度
は
議
員
を
、

あ
る
い
は
選
挙
区
民
の
事
実
上
の
代
表
者
に
、
あ
る
い
は
政
治
理
念
の
代

表
者
に
す
る
こ
と
を
た
て
ま
え
に
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
議
会
に
到

達
し
た
政
治
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
、
国
民
の
意
向
を
自
分
勝
手
に
解
釈
し
、

国
民
か
ら
委
ね
ら
れ
た
権
限
を
思
う
ま
ま
に
行
使
す
る
こ
と
を
許
し
て
い

る
点
で
、
か
わ
り
は
な
い
。

　
憲
法
の
運
用
過
程
で
は
、
議
員
の
選
挙
民
に
た
い
す
る
事
実
上
の
従
属
、

議
会
の
決
定
と
選
挙
民
の
意
思
と
の
一
致
が
標
棲
さ
れ
、
半
代
表
制
的
状

況
が
出
現
し
て
い
る
。
理
念
に
見
合
う
よ
う
、
選
挙
は
選
挙
畏
の
意
思
を

正
確
に
伝
え
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
選
挙
の
公
正
さ
を
確
保
す

る
た
め
の
法
整
備
（
秘
密
投
票
制
、
選
挙
腐
敗
防
止
策
な
ど
）
、
政
治
活

動
の
自
由
（
集
会
の
白
由
、
出
版
の
自
由
、
結
社
の
自
由
）
を
保
陣
す
る

法
整
備
が
は
た
さ
れ
、
あ
る
い
は
漕
手
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
代
議
院

議
員
の
選
挙
制
度
と
し
て
小
選
挙
区
単
記
投
票
制
が
一
立
法
期
を
除
い
て

採
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
代
議
院
は
実
際
に
は
地
方
名
士
の
互
選
会
の
代

表
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
「
議
員
が
選
挙
民
に
従
属
す
る
」
と
い

う
と
き
、
そ
れ
は
二
重
の
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
を
は
た
す
。
ひ
と

つ
は
、
議
員
が
特
定
の
利
益
集
団
た
る
「
選
挙
委
員
会
」
に
従
っ
て
い
る

の
に
、
「
選
挙
民
」
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
ふ
た
つ

は
、
選
挙
民
が
議
員
に
「
全
面
的
な
信
任
を
与
え
て
い
る
」
の
に
、
議
員

が
選
挙
氏
に
「
従
属
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
。

　
第
三
章
議
会
の
立
法
権

　
一
八
七
五
年
憲
法
は
議
会
に
最
高
法
定
立
権
を
認
め
て
い
る
。
①
憲
法

は
憲
法
改
正
の
た
め
の
袴
別
な
手
続
・
機
関
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は

通
常
の
立
法
手
続
と
実
質
上
変
わ
り
が
な
く
、
憲
法
と
法
律
の
平
準
化
を

帰
縞
す
る
。
人
権
保
陣
条
項
も
、
議
会
に
尊
重
を
強
い
る
基
本
原
理
も
存

在
し
て
い
な
い
。
法
偉
に
優
越
す
る
実
定
法
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

②
法
律
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
続
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
不
十

分
さ
が
確
認
さ
れ
る
。
ω
憲
法
は
正
文
上
違
憲
立
法
審
査
制
を
積
極
的
に

認
め
て
い
な
い
。
㈹
抗
弁
方
法
に
よ
る
違
憲
立
法
審
査
権
は
裁
判
実
務
上

否
定
さ
れ
た
。
汕
違
憲
立
法
審
査
制
を
導
入
す
る
改
革
案
が
提
出
さ
れ
た

61j
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が
、
討
論
の
姐
上
に
も
上
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
③
法
律
制
定
は
議
会
に
よ

っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
前
の
諮
問
的
な
も
の
も
含
め
て
、
レ
フ

里
レ
ン
ダ
ム
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
一
八
七
五
年
憲
法
に
よ
れ
ぱ
法
律
は
実
質
的
に
定
義
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ

ら
形
式
的
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
議
会
が
個
人
の
た
め

に
自
歯
を
設
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
制
約
し
た
り
廃
止
し
た
り
す
る
絶
対

的
な
権
カ
を
得
た
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
議
会
を
担
い
手
と
す

る
共
和
主
義
的
改
革
な
い
し
反
教
権
主
義
政
策
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
第
－
部
　
ま
と
め

　
「
立
法
者
の
声
は
人
民
の
声
」
と
い
う
革
命
期
の
構
想
は
、
選
挙
と
結

ぴ
つ
い
た
代
表
の
概
念
を
基
礎
に
、
議
会
印
心
主
義
と
し
て
実
現
を
み
る
。

「
ナ
シ
オ
ン
主
権
－
ナ
シ
オ
ン
代
表
」
理
論
に
基
礎
を
お
い
た
議
会
制
は
、

一
七
九
一
年
憲
法
体
制
と
は
異
質
な
も
の
の
混
入
の
緒
果
、
そ
の
形
態
を

完
成
す
る
。
こ
の
《
普
通
選
挙
－
議
会
－
行
政
府
彰
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、

選
挙
民
の
主
体
的
な
働
き
か
け
が
な
く
と
も
機
能
し
う
る
。
動
カ
は
議
会

多
数
派
に
あ
る
。
議
会
内
で
多
数
派
を
構
成
す
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
た
ち

が
国
民
意
思
を
決
定
す
る
。
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
決
定
を
権
威
づ
け
る
の
で

あ
る
。
議
会
の
万
能
を
許
す
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
え
た
の
は
、
自
由

主
義
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
i
、
中
間
層
、
農
氏
層
の
間
に
、
社
会
の
基
本
的
粋

組
に
手
を
つ
け
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

第
n
部
議
会
中
心
主
義
の
霧
り

第
一
章
だ
れ
の
た
め
の
共
和
制
か

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
目
ン
の
進
行
は
、
ま
ず
労
働
者

に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
中
間
層
へ
の
影
響
は
区
々
で
、
中
間
層
内
部

に
醐
揺
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
犬
ブ
ル
ジ
冨
ワ
ジ
ー
と
農
民

層
は
、
む
し
ろ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
目
ン
の
受
益
者
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
人

人
の
目
々
の
暮
し
そ
の
も
の
が
政
治
問
題
と
な
り
、
議
会
中
心
主
義
の
社

会
的
基
盤
に
ひ
ぴ
が
生
じ
て
く
る
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
急
進
党
の
存
在
が
議
会
中
心
主
義
に
一
定
の
柔
軟
性
を

与
え
て
い
た
。
急
遮
党
は
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
左
翼
で
あ
り
、

経
済
、
財
政
の
領
域
で
右
翼
の
政
策
を
支
持
し
て
い
た
。
こ
の
急
進
党
の

ア
。
ン
ピ
バ
レ
ン
ト
な
性
格
は
議
会
多
数
派
の
不
安
定
を
生
み
出
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
議
会
中
心
主
義
の
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し

え
た
と
も
い
え
る
。
社
会
の
基
本
的
枠
組
の
転
換
を
目
指
す
政
党
（
社
会

党
・
共
産
党
）
が
政
治
生
活
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、
階
級
対
立
そ
の

も
の
が
議
会
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
政
党
の
要
求
が
既
成
の
枠
を

逸
脱
す
る
も
の
と
な
る
や
否
や
、
急
遼
党
は
右
を
向
き
こ
れ
ら
の
政
党
の

要
求
を
合
法
的
に
抑
制
す
る
。
逆
に
右
翼
が
勢
い
を
盛
り
返
し
て
く
る
と
、

急
進
党
は
左
翼
と
縞
ぴ
つ
き
、
体
制
の
維
持
を
は
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
左
・
有
の
境
界
と
経
済
・
財
政
領
域
に
お
け
る

左
・
右
の
境
界
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
明
白
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
大
恐
慌
の
影
響
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
生
活
基

盤
そ
の
も
の
を
脅
か
し
た
。
二
大
階
級
が
生
存
を
か
け
て
政
治
シ
ー
ン
に

登
場
す
る
。
多
数
派
の
振
子
は
大
き
く
左
右
へ
揺
れ
醐
い
た
。
急
進
党
は

も
は
や
「
シ
ー
ソ
ー
・
ゲ
ー
ム
」
の
ビ
ボ
ヅ
ト
た
り
え
な
く
な
り
、
自
ら

ネ
オ
ニ
フ
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
ヘ
転
身
し
右
翼
連
合
の
先
頭
に
立
つ
。
左
右
の

612
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対
立
軸
は
今
や
経
済
・
財
政
領
域
に
あ
る
。
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
も
階
級
的
亀
裂
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
緩
衝
を
な
く
し

た
議
会
は
階
級
対
立
の
場
と
な
り
、
階
級
間
の
不
信
が
表
明
さ
れ
る
場
と

な
っ
た
。
一
九
三
八
年
未
曾
有
の
経
済
危
機
と
国
際
的
緊
張
の
高
ま
り
の

中
で
、
人
々
は
も
は
や
団
結
で
き
な
か
っ
た
。
議
会
中
心
主
義
は
完
金
に

そ
の
社
会
的
基
盤
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
　
議
会
の
代
表
機
能

　
、
、
、
ル
ラ
ン
、
ド
ゥ
メ
ル
グ
を
擁
し
た
右
翼
は
二
元
型
議
院
制
の
復
活
を

通
じ
た
、
権
威
主
義
的
な
行
政
府
強
化
論
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
一
た
ん

議
会
申
心
主
義
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
と
こ
ろ
で
行
政
府
の
強
化
を
求

め
る
ぱ
あ
い
、
改
革
の
要
点
は
、
①
行
政
府
と
民
意
と
の
何
ら
か
の
つ
な

が
り
の
確
保
、
②
行
政
府
の
選
任
に
お
け
る
議
会
へ
の
依
存
度
の
縮
滅
に

あ
る
。
普
通
選
挙
に
由
来
す
る
議
会
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
民
主
的
正
当

性
を
独
占
し
て
い
る
限
り
、
他
の
国
家
機
関
は
議
会
に
対
抗
し
え
な
い
。

そ
こ
で
解
散
権
の
民
主
的
契
機
が
強
調
さ
れ
て
、
《
議
会
‡
選
挙
民
－
行

政
府
彰
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
選
挙
民
が
国
家
の
最
高
機
関

と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
国
家
権
カ
機
関
間
の
調
整
の
た
め
に
、

民
意
が
行
政
府
に
よ
っ
て
便
宜
的
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
た
右
翼
の
企
図
は
、
急
遮
党
・
社
会
党
・
共
産
党
の
一
致
し
た
反
対

の
前
に
蹉
朕
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
左
翼
の
側
は
、
比
例
代
表
制
、
定
数
配
分
の
平
等
、
小
選

挙
区
二
国
投
票
制
の
意
義
づ
け
等
の
選
挙
制
度
を
通
じ
て
、
議
会
と
選
挙

民
と
の
関
係
の
強
化
を
狙
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
試
み
は
い
ず
れ
も
成

功
し
て
い
な
い
。
比
例
代
表
制
は
現
実
の
人
民
の
意
思
と
議
会
構
成
の
類

似
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
独
で
過
半
数
を
制
す
る
政
党
が
存

在
し
な
い
隈
り
、
多
数
派
形
成
の
問
魑
を
残
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
本
来

的
な
意
味
で
の
比
例
代
表
制
は
導
入
さ
れ
て
は
い
な
い
。
定
数
配
分
の
平

等
に
つ
い
て
は
、
地
域
代
表
の
思
惑
も
あ
り
、
都
市
都
不
利
の
状
況
が
一

般
化
し
て
い
る
。
小
選
挙
区
単
記
二
回
投
票
制
は
従
前
は
左
翼
の
不
評
を

か
っ
て
い
た
が
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
意
義
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
共
和
主
義
の
選
挙
制
度
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
回
投
票

に
お
い
て
、
選
挙
民
は
細
か
な
二
＾
ア
ン
ス
ま
で
政
治
意
思
を
表
明
す
る
。

こ
の
段
階
で
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
勢
力
の
国
民
的
支
持
の
割
合
、
実
カ
が
測

定
さ
れ
る
。
第
二
回
投
票
で
選
挙
民
は
議
会
で
形
成
さ
れ
る
べ
き
多
数
派

の
政
治
的
傾
向
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
第
二
回
目
投
票
の

際
形
成
さ
れ
る
政
党
連
合
に
楽
観
的
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
。
少
な
く
と

も
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
に
よ
れ
ぱ
、
選
挙
民
が
と
り
わ
け
左
翼
多

数
派
を
指
名
し
た
ぱ
あ
い
、
そ
の
意
思
は
貫
か
れ
て
は
い
な
い
。
選
挙
制

度
が
適
求
し
て
い
る
理
念
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
を
欠
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
第
三
章
議
会
の
立
法
権

　
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
政
府
は
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
法
律
の
領
域
に
介
入

し
、
議
会
に
金
権
を
要
求
し
た
。
戦
争
と
い
う
例
外
状
況
に
も
拘
ら
ず
、

政
府
に
よ
る
デ
ク
レ
、
ロ
ワ
制
定
権
の
要
求
は
、
議
会
に
よ
っ
て
援
ね
付

け
ら
れ
た
。
し
か
し
国
防
上
の
必
要
と
い
う
圧
カ
の
下
で
、
国
民
の
食
糧

補
給
に
限
っ
て
、
議
会
は
原
理
を
譲
歩
さ
せ
て
政
府
の
全
権
要
求
に
応
じ

て
い
る
。
戦
後
の
通
貨
危
機
に
対
処
す
る
た
め
に
政
府
に
全
権
を
与
え
る

一
九
二
四
年
三
月
二
二
目
法
偉
が
制
定
さ
れ
、
平
時
に
お
け
る
デ
ク
レ
・
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ロ
ワ
の
問
題
が
提
出
さ
れ
た
。
左
翼
政
党
は
法
原
理
の
名
に
お
い
て
、
政

府
に
立
法
権
を
委
任
で
き
な
い
と
し
て
、
政
府
の
全
権
要
求
に
厳
し
く
対

立
し
た
。
こ
の
法
律
は
左
翼
が
政
権
に
つ
い
た
段
階
で
一
た
ん
は
廃
止
さ

れ
る
ホ
、
財
政
の
遇
迫
化
は
政
権
交
代
を
促
し
、
同
じ
内
容
を
も
つ
一
九

二
六
年
八
月
三
日
法
律
が
成
立
し
て
い
る
。
原
理
的
対
立
は
も
は
や
み
ら

れ
ず
、
国
家
の
高
度
の
必
要
性
の
前
に
議
会
は
譲
歩
し
た
の
で
あ
る
。
一

九
三
四
年
二
月
二
八
日
の
予
算
法
第
三
八
条
は
議
会
に
よ
る
授
権
の
次
の

段
階
を
画
す
る
。
法
原
理
の
問
題
は
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
「
全
権
の

問
題
は
そ
れ
を
要
求
す
る
政
府
に
対
す
る
信
任
の
間
題
」
と
な
り
、
授
権

法
は
信
任
問
題
と
と
も
に
議
決
さ
れ
る
。
最
終
段
階
は
、
一
九
三
七
年
の

ブ
ル
ム
内
閣
に
よ
る
全
権
要
求
で
あ
る
。
デ
ク
レ
ー
ー
ロ
ワ
に
一
貫
し
て
反

対
し
て
き
た
勢
カ
に
よ
っ
て
全
権
要
求
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
社
会
党

内
閣
は
二
度
に
渡
っ
て
全
椀
を
要
求
し
て
い
る
が
、
二
度
と
も
元
老
院
に

よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
信
任
間
題
が
明
示
的
に
否
決
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
、
ブ
ル
ム
内
閣
は
辞
職
し
た
。
金
権
要
求
は
信
任
問
題
そ

の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
、
財
政
問
題
、
国
防
問
題
の
深
刻
化

は
、
議
会
の
全
勢
カ
に
、
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
例
外
的
手
続
を
認
め
さ
せ
る

に
い
た
っ
た
が
、
現
実
に
こ
の
権
力
を
手
に
入
れ
る
の
は
、
社
会
の
基
本

的
枠
組
に
手
を
つ
け
な
い
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
、
経
済
、
財
政
領

域
の
多
数
派
だ
け
で
あ
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
登
場
し
た
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
制
度
は
、
議

会
の
授
椛
、
議
会
の
承
認
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
。
議
会
承
認
前

1
ω
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
は
、
議
会
の
承
認
が
あ
る
ま
で
は
、
組
織
的
、
形

式
的
視
点
か
ら
行
政
の
行
為
で
あ
る
。
㈹
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
は
制
定
さ
れ
た
．

時
か
ら
法
律
効
を
も
つ
。
㈹
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
射
程
－
①
嗣
則
、
②
政
府

に
よ
る
改
廃
、
執
行
の
細
目
に
つ
い
て
通
常
の
命
令
制
定
権
へ
委
任
。
～

デ
ク
レ
・
ロ
ワ
が
服
す
べ
き
条
件
…
①
地
域
、
②
期
間
、
③
制
定
の
手
続
、

④
対
象
・
目
的
。
議
会
の
承
認
－
①
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
は
、
議
会
の
承
認

に
よ
り
、
形
式
的
、
組
織
的
視
点
か
ら
法
偉
と
な
る
。
㈹
定
め
ら
れ
た
期

間
内
に
デ
ク
レ
H
回
ワ
を
議
会
の
承
認
に
付
す
こ
と
は
、
デ
ク
レ
、
ロ
ワ

を
爾
後
有
効
な
も
の
と
す
る
最
後
の
条
件
で
あ
る
。
㈹
そ
れ
は
、
当
該
期

間
内
に
議
会
か
ら
承
認
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
侭
デ
ク
レ
u
ロ
ワ

の
承
認
が
拒
否
さ
れ
た
ば
あ
い
、
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
は
将
来
に
む
か
っ
て
失

効
す
る
。
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
に
対
す
る
統
制
－
ω
政
治
統
制
≡
デ
ク
レ
、

ロ
ワ
の
承
認
・
不
承
認
に
際
し
て
の
介
入
の
他
は
、
議
会
に
よ
る
デ
ク

レ
H
ロ
ワ
の
統
制
は
純
粋
に
理
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
議
会
が
困
難

な
状
況
に
直
面
し
て
立
法
権
の
行
使
を
政
府
に
委
ね
た
の
で
あ
る
か
ら
、

政
府
に
よ
る
立
法
権
行
使
に
た
い
す
る
統
治
を
議
会
が
有
効
に
な
し
え
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
㈹
裁
判
統
制
・
・
議
会
の
承
認
前
に
お
け
る
デ
ク

レ
・
回
ワ
は
、
授
権
法
に
適
合
的
で
あ
る
や
否
や
の
観
点
か
ら
、
越
権
訴

訟
あ
る
い
は
違
法
の
抗
弁
の
援
用
に
よ
っ
て
裁
判
統
制
を
受
け
る
。
こ
の

統
制
は
個
人
の
利
害
に
か
か
わ
る
一
切
の
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
に
お
よ
ぴ
、
取

消
あ
る
い
は
不
適
用
と
い
う
法
的
サ
ン
ク
シ
冒
ン
を
伴
う
。
し
か
し
授
権

法
の
文
言
が
一
般
的
、
包
括
的
に
た
る
と
、
裁
判
統
制
の
価
値
を
減
ず
る
。

そ
れ
は
危
機
へ
の
対
応
の
責
任
を
行
政
府
に
転
嫁
し
た
議
会
の
態
度
を
反

映
し
て
い
る
。

　
右
の
性
質
を
有
す
る
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
制
定
権
を
行
政
府
に
賦
与
す
る
授

権
法
は
、
第
三
共
和
制
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
授
権
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法
が
立
法
権
の
委
任
を
定
め
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
違
憲
で
あ
っ

て
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
命
令
事
項
拡
張
説
、
事
前
承
認
説
、
非
法
偉
化

説
な
ど
の
学
説
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
十
分
な
説
明
を
な
し

え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
授
権
法
を
憲
法
の
枠
内
に
な
ん
と
か
お

さ
め
、
デ
ク
レ
ー
ー
ロ
ワ
が
法
偉
効
を
も
つ
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
授
権
法
じ
し
ん
が
、
授
権
に
塞
づ
い
て
制
定
さ
れ

た
デ
ク
レ
に
法
律
効
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
授
権
法

の
存
在
を
説
明
し
う
る
の
は
、
権
限
は
委
任
で
き
な
い
と
い
う
原
則
に
背

馳
す
る
憲
法
慣
習
だ
け
で
あ
る
。
議
会
に
代
表
さ
れ
る
全
政
治
勢
カ
、
裁

判
所
に
よ
っ
て
授
権
法
は
認
知
さ
れ
た
。
議
会
は
授
権
法
を
制
定
し
て
立

法
者
の
体
面
を
か
ろ
う
じ
て
保
っ
て
い
る
が
、
信
任
す
る
政
府
に
一
切
を

委
ね
て
議
会
主
義
の
一
連
の
手
続
を
立
法
か
ら
欠
落
さ
せ
、
人
権
保
陣
の

担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
n
都
　
ま
と
め
・
総
括

　
近
代
議
会
制
は
、
「
選
挙
」
に
よ
る
代
表
と
い
う
異
質
な
要
素
を
混
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
卒
心
主
義
を
完
成
し
た
が
た
め
に
、
自
己
崩
壊

し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
ω
統
治
の
「
黄
任
」
の
所
在
が
陵
昧
に
な
る
。

㈹
議
会
権
カ
の
源
泉
が
普
通
選
挙
と
さ
れ
、
議
会
と
普
通
選
挙
〔
権
者
〕

が
一
体
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
選
挙
民
は
国
政
選
択
の
自
由
を
奪
わ
れ

る
。
一
m
議
会
中
心
主
義
は
、
授
権
法
の
制
定
に
、
法
論
理
的
に
歯
止
め
を

か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
～
議
会
中
心
主
義
は
議
会
の
統
治
能
力
に
つ

い
て
無
反
省
で
あ
る
。
㈹
議
会
申
心
主
義
は
議
会
以
外
に
憲
法
の
担
い
手

を
欠
き
、
議
会
に
よ
る
葱
法
憤
習
の
形
成
を
許
し
て
し
ま
う
。

終
章

　
閉
塞
状
況
に
陥
っ
た
議
会
中
心
主
義
に
た
い
し
、
戦
間
期
に
す
で
に
二

つ
の
対
応
が
み
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
民
意
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

議
会
を
制
約
し
、
行
政
府
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
保
守
派
の
醐
き
で
あ
り
、

ふ
た
つ
は
、
選
挙
を
適
じ
て
有
権
者
が
選
択
し
た
政
策
を
実
現
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
氏
意
に
答
え
よ
う
と
す
る
左
翼
政
党
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の

二
つ
の
系
譜
は
第
二
次
世
界
犬
戦
後
に
お
い
て
も
、
対
抗
し
て
登
場
し
て

く
る
よ
う
に
な
る
。
第
一
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
ル
ネ
・
カ
ピ

タ
ン
の
「
二
兀
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強
化
」
型
と
第
五
共
和
制
憲
法
の

「
二
元
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強
化
」
型
が
あ
る
。
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
は

政
党
政
治
の
現
実
か
ら
出
発
し
て
多
数
派
政
党
が
政
府
を
運
営
す
る
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
議
会
制
を
多
数
派
調
達
の
手
段
と
み
な
し
て
い

る
。
第
五
共
和
制
憲
法
は
、
個
々
の
状
況
に
規
定
さ
れ
た
利
箸
を
趨
越
し

て
「
一
般
意
恩
」
を
表
明
す
る
理
念
的
「
人
民
」
を
措
定
し
、
解
散
権
と

人
民
投
票
発
案
権
を
通
じ
て
大
統
領
が
か
か
る
「
人
民
」
と
対
話
し
て
、

「
人
民
」
か
ら
「
一
般
意
恩
」
を
引
き
出
す
シ
ス
テ
ム
を
打
ち
た
て
た
。

こ
の
ゴ
ー
リ
ス
ム
体
制
は
大
統
領
公
選
制
の
樹
立
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、

議
会
中
心
主
義
が
否
定
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
議
会
制
の
形
骸
化
が
は
か
ら

れ
た
。
第
二
の
改
革
の
系
譜
に
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
モ
ソ
ク
の
憲
法
案
、
一

九
四
六
年
の
四
月
憲
法
草
案
、
一
九
七
二
年
の
左
翼
共
同
政
府
綱
領
お
よ

ぴ
議
会
復
権
論
が
あ
る
。
前
二
者
は
現
代
氏
主
政
の
担
い
手
と
し
て
政
党

を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
党
に
よ
っ
て
市
畏
が
呑
み
込
ま
れ
る

危
険
を
は
ら
ん
で
い
た
。
共
同
政
府
綱
領
・
議
会
復
権
論
の
シ
ス
テ
ム
は
、
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統
治
の
中
核
を
議
会
に
お
き
、
そ
れ
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
選
挙

民
と
政
党
（
↓
議
会
↓
政
府
）
と
の
永
続
的
対
話
を
想
定
し
て
い
る
。
こ

こ
に
い
う
統
治
は
、
選
挙
民
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
現

を
意
味
し
、
選
挙
民
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
政
府
に
実
施
さ
せ
る
た
め
の
統
制

手
段
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
思
決
定
過
程
を
統
括
す
る
。
プ
ー
プ

ル
の
意
思
を
不
断
に
再
創
造
し
、
プ
ー
プ
ル
に
よ
る
主
権
行
使
の
過
程
を

示
す
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
プ
ー
プ
ル
主
権
原
理
の
現
実
に
お
け
る
ひ
と
っ

の
可
能
態
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

〔
博
±
論
文
審
査
要
旨
〕

1序

論
題
　
議
会
制
の
「
近
代
」
と
「
現
代
」

　
　
ー
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
憲
法
と
そ
の
運
用
を
中
心
に
ー

論
文
審
査
担
当
者
　
　
圭
査

浦上杉

国原原

一行泰

郎雄雄

　
本
論
文
は
、
議
会
中
心
主
義
の
確
立
と
崩
壊
と
い
う
、
近
現
代
の
市

民
憲
法
の
、
と
く
に
統
治
機
構
の
根
本
問
題
を
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和

制
の
場
合
に
焦
点
を
合
せ
て
実
証
的
に
検
討
す
る
。
二
〇
〇
字
諮
原
稿

用
紙
二
七
六
〇
頁
に
及
ぷ
研
究
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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会
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史
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1
－
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1
．

中
閥
層
－
－
－
：
：
－
－
－
．
…
－
－

　
共
和
制
の
樹
立
－
－
・
…
－
…
－
－
　
…

共
和
主
義
的
世
論
の
形
成
…
－
…
－
－
－

一
八
七
五
年
憲
法
の
制
定
－
－
…
－
－
－

　
体
制
の
選
択
－
…
：
－
：
－
・
：
・
・
－
…
・

　
統
治
構
造
－
－
…
…
…
－
－
・
：
・
－
－
…
－
－

　
選
挙
制
度
…
…
…
・
・
－
・
…
…
・
…
－
…
－

二
つ
共
和
制
・
：
－
－
…
：
…
：
：
・
：
：
－
、

　
議
会
の
代
表
機
能
－
・
・

　
二
元
型
議
院
制
か
ら
一
元
型
議
院
制
へ
・

セ
ー
ズ
・
メ
事
件
・
・
－
－
－
・
・
．
…
－
…
1
：
1
：

一
八
八
四
年
憲
法
改
正
－
・
－
…
－
－

　
議
会
と
選
挙
民
…
－
－
…
・
・
－
－
・
・
－
－
・

　
量
　
1
6

　
　
　
6

昌
o奮

…
七

二
七
七

二
空

二
杢

二
突

目
o
o

…
二

目
四
〇

雪
誓

乗
七

乗
八

四
四
七

豊
〇

四
九
九

天
四

変
七

六
八
七

六
八
九

六
九
一

七
量

七
八
七
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ω
　
選
挙
制
度
－
－
　
…
－
－
－
・
・
…
－
－
　
…
－
－
・
…
－
・
－
－
…

　
　
A
　
元
老
院
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
一
八
八
四
年
十
二
月
九

　
　
　
　
日
の
組
織
法
・
－
－
－
－
－
・
－
－
・
：
…
1
－
…

　
　
B
　
代
議
院
議
員
選
挙
法
－
－
－
－
：
－
・
・
－
・
・
－
…
…
－
・
－
・

　
ω
　
選
挙
過
程
・
・
－
－
－
：
－
…
…
・
：
－
…
・
…
－
－
…
・
：
…
－

　
　
A
　
単
記
投
票
制
の
問
魑
点
：
：
：
…
・
・
－
－
・
：
・
：
：
：
：
－
：

　
　
B
　
選
挙
活
動
－
－
－
：
－
・
・
－
－
…
・
・
：
：
－
－
－
・
：
：
…
・
・

　
　
C
　
政
党
の
発
達
－
－
－
…
・
：
・
・
＝
－
一
：
：
．

　
㈹
　
選
挙
の
効
果
－
－
－
－
：
－
－
：
…
・
…
・
：
－
・
・

第
3
章
議
会
の
立
法
権
・
：
：
…
－
・
：
：
：
：
…
…
－
－
…
…
－

　
ω
　
議
会
の
最
高
法
定
立
権
－
－
－
…
－
…
－
…
－
・
－
－
…
－
－
・

　
ω
　
議
会
に
よ
る
共
和
主
義
的
改
革
　
：
・
・
：
：
－
－
－
・
：
・
…
・
－

第
－
部
ま
と
め
－
－
－
－
－
　
－
・
－
－
・
・
：
－
－
…
－
－
：
…
－

第
n
部
　
議
会
中
心
主
義
の
甥
り
－
・
－
－
・
－
－
－
－
…
－
・
－
…

第
－
章
　
だ
れ
の
た
め
の
共
和
制
か
－
・
…
：
－
－
－
：
・
－
…
－

第
－
節
社
会
的
背
最
－
・

　
ω
　
フ
ラ
ン
ス
費
本
主
義
－
－
－
…
－
－
－
・
・
…
－
－
…
－
・
－

　
ω
　
労
働
者
－
－
－
－
－
・
・
：
・
・
：
－
：
－
：
：
－
：
．
．
：
、
。
…
：
■
、
■
－

　
㈹
　
農
氏
層
－
－
－
－
・
－
・
：
・
：
・
・
…
・
－
－
：
－
－
：
：
・
－
：
1
－
…

　
ω
　
中
間
層
・
－
　
：
－
：
．
．
－
－
－
：
－
：
．
：
：
：
－
－
…
－
．
－
－

第
2
節
政
党
の
再
編
・
－
－
－
－
－
：
－
：
－
－
・
－
・
－
・
・
…
－

　
ω
　
共
産
党
－

　
ω
　
社
会
党
…
－
－
－
－
－
－
・
－
・
・
…
・
・
－
－
－

　
㈹
　
急
進
党
－
－
－
…
－
－
・
■
。
、
：
：
－
…
：
：
－
…
．
－
－
、
■
－
■
■

七
八
九

七
八
九

八
只

八
六
亘

八
穴
亘

八
空

九
一
八

突
一

九
八
九

究
一一

〇
豊

一
〇
尭

＝
七
七

＝
八
昌

＝
八
五

三
二
九

三
尭

；
蔓

二
三
三

；
…
九

＝
重

；
蚕

＝
重

　
ω
　
右
翼
．
極
有
－
－
－
－
・
・
－
・
－
－
－
・
－
－
・
・
－
…
－
・
－
－
・
－
・
重
七

第
2
章
議
会
の
代
表
機
能
－
・
－
－
－
－
・
…
…
・
：
・
・
…
－
－
　
一
四
男

第
－
節
　
二
元
型
議
院
制
復
活
の
試
み
－
－
－
－
・
－
－
－
：
－
・
　
茜
至

　
ω
　
、
、
、
ル
ラ
ン
事
件
－
：
－
－
・
－
・
　
…
－
－
…
・
・
－
：
　
一
豊
三

　
ω
　
ド
ゥ
メ
ル
グ
内
閣
と
国
家
改
革
論
－
－
…
－
…
－
・
・
…
・
　
…
五

第
2
節
議
会
と
選
挙
民
－
－
・
－
：
－
－
－
－
－
・
－
：
…
－
…
…
・
－
…
　
一
五
克

　
㎝
　
選
挙
制
度
・
－
－
－
－
・
－
－
－
…
－
・
－
－
－
－
－
・
・
－
・
－
・
壷
八
O

　
　
A
　
一
九
一
九
年
七
月
十
二
日
法
偉
－
比
例
代
表
榊
導
入

　
　
　
　
の
試
…
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
五
八
o

　
　
B
　
一
九
二
七
年
七
月
二
十
一
圓
法
偉
　
　
単
記
投
票
制
の

　
　
　
　
復
活
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
変
四

　
　
C
　
一
九
三
一
年
の
マ
ン
デ
ル
法
案
と
各
党
の
立
場
－
－
・
・
天
八
一

　
ω
　
選
挙
の
効
果
－
…
－
－
－
－
・
：
－
－
－
・
－
・
・
－
－
…
－
・
一
七
〇
七

第
3
章
　
議
会
の
立
法
権
　
　
デ
ク
レ
・
回
ワ
を
中
心
に
　
・
　
　
一
芙
三

ま
え
お
き
　
フ
ラ
ン
ス
公
法
と
法
形
式
・
－
…
－
－
－
－
－
・
－
－
－
二
七
套

第
－
節
　
議
会
に
よ
る
授
権
の
実
行
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
宅

　
ω
　
一
九
一
四
年
～
一
九
一
八
年
戦
争
の
経
験
－
…
－
・
－
…
・
・
工
七
九
九

　
ω
　
コ
ア
ク
レ
u
ロ
ワ
」
の
敵
対
視
－
－
・
－
－
－
－
…
－
－
…
－
　
一
八
一
孟

　
㈹
　
国
家
の
高
度
の
必
要
性
の
前
の
譲
歩
－
－
・
－
－
…
－
・
－
・
・
－
一
八
九
三

　
ω
　
信
任
問
題
と
と
も
に
議
決
さ
れ
る
授
権
法
－
－
：
・
：
－
－
二
九
量

　
㈲
　
信
任
問
題
と
し
て
の
全
権
要
求
…
－
－
　
　
　
　
　
　
　
一
九
毛

第
2
節
　
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
の
制
度
－
・
・
－
…
・
－
…
…
・
－
・
－
・
…
－
二
究
九

　
ω
　
議
会
の
承
認
前
の
デ
ク
レ
…
ロ
ワ
…
－
…
－
－
・
－
…
・
一
－
二
〇
塞

　
ω
　
議
会
に
よ
る
デ
ク
レ
ー
ー
ロ
ワ
の
承
認
－
－
－
－
－
－
：
…
・
－
二
〇
莞

617
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帽
　
デ
ク
レ
ー
ー
ロ
ワ
に
対
す
る
統
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
一

第
3
節
　
第
三
共
和
制
憲
法
と
授
権
法
－
：
・
－
－
・
－
－
…
…
…
－
一
三
七

第
n
部
　
ま
と
め
・
：
－
…
　
　
－
・
・
－
：
－
：
：
・
：
－
…
－
…
－
…
－
　
…
〇
一
’

総
　
括
議
会
制
の
危
機
の
構
造
　
：
－
…
－
－
－
・
－
・
・
…
－
－
・
…
究

　
　
A
　
社
会
的
基
盤
の
変
化
－
－
…
：
－
・
－
・
…
－
…
…
…
　
…
≡

　
　
B
　
議
会
中
心
主
義
の
論
理
的
破
綻
　
－
－
・
－
－
－
　
　
　
；
…

終
章
議
会
制
の
ゆ
く
え
ー
議
会
制
改
革
の
二
つ
の
系
譜
ー
　
二
四
〇
一

　
”
　
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ペ
ー
ル
の
問
題
提
起
　
　
　
　
　
　
　
二
四
＝

　
ω
　
行
政
府
の
強
化
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
・
…
…
：
・
…
　
二
究
一

　
　
a
　
一
元
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強
化
－
・
－
…
…
…
…
　
二
究
一

　
　
b
　
二
元
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強
化
…
…
…
－
・
…
・
－
－
　
量
〇
九

　
3
　
議
会
の
強
化
－
－
－
－
．
：
　
、
．
二
芙
七

　
　
a
　
ジ
ュ
ー
ル
・
毛
ツ
ク
の
憲
法
案
－
・
・
－
…
・
－
－
・
－
・
一
棄
七

　
　
b
　
一
九
四
六
年
四
月
憲
法
草
案
－
…
・
・
－
－
：
…
・
－
　
　
一
一
穴
＝

　
　
C
　
左
翼
共
同
政
府
綱
領
と
議
会
復
権
論
…
－
…
－
・
－
・
　
…
一
一
八

お
わ
り
に
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
穴
九
一

2
　
論
文
の
要
旨
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
U
　
序
章
の
ω
で
は
、
市
民
憲
法
を
、
歴
史
的
社
会
的
に
は
、
資
本
主

義
経
済
を
基
盤
と
し
そ
の
展
開
・
維
持
を
主
要
な
課
題
と
す
る
国
家
の
根

本
法
と
規
定
す
る
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
経
済
に
適
合
的
な
構
造
を
維
持

し
つ
つ
、
資
本
主
義
の
展
開
に
対
応
す
る
。
市
民
憲
法
が
資
本
主
義
の
展

開
に
対
応
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
、
国
家
権
カ
の
現
実
の
主
体
と

被
統
治
主
体
と
の
対
立
抗
争
の
諸
関
係
が
存
在
し
、
作
用
し
て
い
る
。
生

産
関
係
の
両
極
お
よ
ぴ
そ
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
る
諾
階
級
が
自
己
に
適
合

的
な
社
会
・
政
治
秩
序
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
独
自
の
所
有
制
度
と
権

カ
原
理
を
も
ち
う
る
の
は
、
こ
の
階
級
の
み
で
あ
る
。

　
憲
法
史
に
お
い
て
は
、
階
級
対
立
の
さ
け
目
を
埋
め
る
中
間
層
の
存
在

を
軽
視
し
え
な
い
。
中
間
層
は
、
生
産
関
係
の
両
極
か
ら
相
対
的
に
そ
の

存
在
を
規
定
し
う
る
層
と
し
て
、
独
自
の
階
級
意
識
を
も
ち
え
ず
、
変
革

期
に
は
創
造
的
・
主
体
的
役
割
を
第
一
次
的
に
は
担
い
え
な
い
。
社
会
と

政
治
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
前
提
と
し
つ
つ
、
と
き
に
は
相
当
に
重
要
な

役
割
を
果
す
。

　
議
会
制
が
普
通
選
挙
と
結
合
し
、
議
会
が
階
級
抗
争
の
場
と
な
る
と
き
、

諸
階
級
が
議
会
制
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
が
間
題
と
な
る
。

　
序
章
の
②
で
は
、
検
討
の
素
材
を
も
っ
ぱ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
共
和

制
に
求
め
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

大
革
命
以
降
、
階
級
意
識
・
階
級
対
立
が
比
較
的
に
鮮
明
で
、
そ
の
対
立

が
、
異
な
る
主
権
原
理
・
代
表
制
原
理
と
い
う
形
を
と
っ
て
顕
現
し
て
い

る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
は
、
民
意
か
ら
の
独
立
を
保

障
さ
れ
た
ナ
シ
オ
ン
代
表
に
よ
る
政
治
を
帰
緒
す
る
ナ
シ
オ
ン
主
権
．
ナ

シ
オ
ン
代
表
制
を
一
貫
し
て
維
持
し
、
他
方
労
働
者
を
中
心
と
す
る
民
衆

の
側
は
徹
底
し
た
民
意
に
よ
る
政
治
を
帰
結
す
る
プ
ー
プ
ル
主
権
・
プ
ー

プ
ル
代
表
制
を
こ
れ
に
対
置
し
て
い
た
。
い
ず
れ
の
原
理
を
塞
礎
に
も
つ

か
に
よ
っ
て
、
議
会
制
の
あ
り
方
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。

こ
の
対
抗
関
係
は
、
第
三
共
和
制
に
も
も
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

　
序
章
の
㈹
で
は
、
第
三
共
和
制
を
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
境
に
し
て
、

議
会
申
心
主
義
が
確
立
さ
れ
る
第
三
共
和
制
の
前
半
と
、
確
立
さ
れ
た
議

章
中
心
主
義
が
自
己
崩
壊
し
て
い
く
第
三
共
和
制
の
後
半
（
戦
間
期
）
と

816
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に
区
分
し
、
議
会
の
代
表
機
能
と
そ
の
立
法
権
に
焦
点
を
合
せ
て
検
討
を

す
る
旨
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
ω
　
第
－
部
の
第
－
章
第
－
節
で
は
、
第
三
共
和
制
の
成
立
時
に
す
で

に
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
が
二
大
階
級
に
分
裂
し
、
労
働
者
階
級
が
政
治
的
に

も
独
自
の
階
級
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
お
よ
ぴ
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
第
三
共
和
制
の
前
半
期
に
は
な
お
労
働
者
階
級
の
存
在
が
ブ

ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
の
支
配
を
ゆ
る
が
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
労
働
者
階
級
の
全
人
口
に
占
め
る
比
率
は
3
分
の
1
に

す
ぎ
ず
、
広
汎
に
存
在
す
る
農
民
層
・
中
間
層
（
新
し
い
社
会
層
）
が
階

級
対
立
の
緩
衝
を
形
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
新
し
い
社
会

層
」
は
反
鋤
に
も
革
命
に
も
否
定
的
で
、
議
会
に
階
級
対
立
が
も
ち
こ
ま

れ
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
第
2
’
節
は
、
一
八
七
五
年
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
共
和
制
初
期
の

改
革
に
よ
っ
て
一
つ
の
共
和
制
が
樹
立
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
の

共
和
制
が
対
置
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。
樹
立
さ
れ
た
共
和
制

は
、
ナ
シ
オ
ン
主
権
を
原
理
と
し
、
憲
法
の
改
正
権
・
立
法
権
は
二
院
制

の
議
会
に
包
括
委
任
さ
れ
、
識
員
は
全
国
民
の
代
表
と
し
て
命
令
的
委
任

の
禁
止
・
免
責
特
梅
の
保
陣
に
よ
っ
て
有
権
者
か
ら
独
立
を
保
障
さ
れ
、

犬
統
領
も
国
民
代
表
と
し
て
無
答
責
で
か
つ
多
く
実
質
的
権
隈
を
も
ち
、

解
散
権
は
代
議
院
と
大
統
領
の
間
の
紛
争
解
決
手
段
・
大
統
領
の
地
位
強

化
の
手
段
と
し
て
把
握
さ
れ
、
普
通
選
挙
権
は
二
元
説
的
に
解
さ
れ
、
共

和
制
の
目
的
は
現
行
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
対
置
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
共
和
制
は
、
プ
ー
プ
ル
主
権
を
原
理
と

す
る
も
の
で
、
憲
法
の
改
正
と
立
法
は
本
来
プ
ー
プ
ル
の
意
思
に
よ
る
ぺ

き
も
の
と
さ
れ
、
議
会
は
プ
ー
プ
ル
の
受
任
者
の
集
り
と
し
て
プ
i
プ
ル

の
意
思
に
従
属
す
る
こ
と
を
当
然
と
さ
れ
、
大
統
領
は
議
会
の
受
任
者
と

し
て
議
会
に
従
属
し
法
偉
の
執
行
の
み
を
任
務
と
す
る
と
解
さ
れ
、
そ
れ

故
解
散
は
受
任
者
に
よ
る
委
任
者
の
解
任
と
し
て
消
極
的
に
解
さ
れ
、
普

通
選
挙
権
は
プ
ー
プ
ル
主
権
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
投
票
価
値
の
平

等
を
も
要
求
し
、
こ
の
共
和
制
の
窮
極
の
目
的
は
社
会
改
革
の
推
進
に
あ

る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
八
七
五
年
憲
法
は
、
前
者
の
共
和
制
を
樹
立
し
た
が
、
後
者
の
影
響

も
あ
っ
て
、
共
和
制
の
全
権
カ
の
源
泉
が
普
通
選
挙
権
者
に
あ
る
こ
と
は

認
め
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
貫
徹
を
阻
止
す
ぺ
く
、
元
老
院
（
第
二

院
）
制
度
や
大
統
領
に
よ
る
解
散
制
度
を
導
入
し
て
い
た
。
二
元
型
議
院

制
の
構
造
で
あ
る
。

　
第
2
章
で
は
、
「
セ
ー
ズ
・
メ
事
件
」
や
「
一
八
八
四
年
の
憲
法
改
正
」

を
通
じ
て
、
二
兀
型
議
院
制
が
勝
利
を
占
め
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
普
通
選
挙
か
ら
帰
結
さ
れ
た
多
数
派
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

犬
臣
は
議
会
に
の
み
有
責
で
、
無
答
責
の
犬
統
領
は
副
書
な
し
に
は
い
か

な
る
権
限
の
行
使
も
で
き
ず
、
解
散
権
の
行
使
に
も
そ
の
観
点
か
ら
の
制

約
が
加
わ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
選
挙
制
度
の
部
分
的
改
良
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
た
半
代
表
制
状
況
の
出
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
選
挙
区
単

記
投
票
制
が
原
則
で
あ
っ
た
た
め
に
、
プ
ー
プ
ル
が
選
挙
を
通
じ
て
政
策

を
形
成
す
る
状
況
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
。

　
第
3
章
で
は
、
以
上
を
通
じ
て
、
一
八
七
五
年
憲
法
下
で
、
議
会
が
憲

法
改
正
を
含
め
て
立
法
権
を
独
占
し
た
こ
と
（
違
憲
立
法
審
査
制
度
も
レ

フ
呈
レ
ン
ダ
ム
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
お
よ
ぴ
選
挙
に
由
来
す
る
議
会
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の
み
が
主
権
者
の
声
を
表
明
す
る
こ
と
、
を
内
容
と
す
る
議
会
万
能
の
議

会
中
心
主
義
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
一
都
の
ま
と
め
で
は
、
一
八
七
五
年
憲
法
制
定
の
際
の
多
数
派
が
、

権
カ
の
正
当
性
の
根
拠
は
普
通
選
挙
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代

状
況
を
認
識
し
つ
つ
も
、
多
数
者
支
配
が
国
家
意
恩
決
定
を
支
配
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
二
元
型
議
院
制
を
狙
っ
て
い
た
が
、
「
セ
ー
ズ
・
メ
事
件
」

以
降
、
一
八
七
五
年
憲
法
は
、
普
通
選
挙
に
由
来
す
る
代
議
院
を
統
治
の

中
心
と
す
る
一
元
型
議
院
制
・
議
会
中
心
主
義
と
し
て
運
用
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
、
お
よ
ぴ
第
三
共
和
制
前
期
の
段
階
に
議
会
の
万
能
を
許
す
こ

の
機
構
が
機
能
し
え
た
の
は
、
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
目
ワ
ジ
ー
．
中
間
層
．

農
民
層
の
間
に
社
会
の
基
本
的
枠
組
み
に
手
を
つ
け
な
い
と
い
う
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
旨
が
要
約
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
㈹
　
第
二
部
の
第
一
章
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
と
一

九
三
〇
年
代
の
経
済
大
恐
慌
に
よ
っ
て
、
社
会
構
成
に
変
動
が
お
こ
り
、

政
党
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
お
よ
ぴ
、
そ
の
繕
果
、
階
級
対
立
が

議
会
に
も
ち
込
ま
れ
、
迅
速
な
対
応
を
要
す
る
生
活
間
題
が
議
会
の
最
重

要
課
題
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
入
念
に
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
変
動

と
政
党
の
再
編
成
に
よ
っ
て
緩
衝
地
帯
が
失
わ
れ
、
議
会
中
心
主
義
の
成

立
し
う
る
基
盤
が
失
わ
れ
て
し
ま
ウ
た
こ
と
も
析
出
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
二
つ
の
試
み
が

紹
介
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
二
元
型
議
院
制
を
復
活
し
よ
う
と
す
る
、
・
、
ル
ラ

ン
、
ド
ゥ
メ
ル
グ
等
の
試
み
で
あ
る
。
大
統
領
個
人
に
解
散
椀
を
認
め
、

大
統
領
の
選
挙
人
団
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
統
領
の
権
威
を
強
化

し
、
支
出
に
つ
い
て
の
議
員
提
案
を
禁
止
し
、
一
定
の
場
合
に
前
年
度
予

算
施
行
の
承
認
等
に
訴
え
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他

は
、
比
例
代
表
制
、
定
数
配
分
の
平
等
、
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
の
意
義

づ
け
等
選
挙
制
度
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
議
会
と
有
権
者
の
関
係

を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
議
会
中
心
主
義
の
破
綻
を
典
型
的
に
示
す
授
権
法
（
全

権
法
）
ー
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
ー
の
問
題
を
検
討
す
る
回
第
一
節
で
は
、
そ
の

実
行
を
、
㎝
「
一
九
一
四
～
一
九
一
八
年
戦
争
の
経
験
」
、
ω
第
一
次
世

界
大
戦
直
後
に
お
け
る
「
『
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
』
の
敵
対
視
」
、
㈹
二
〇
年
代

末
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
「
国
家
の
高
度
の
必
要
性
の
前
の
譲

歩
」
、
ω
三
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
「
信
任
問
題
と
と
も
に
議
決
さ
れ
る

授
権
法
」
、
㈲
三
〇
年
代
末
に
お
け
る
「
信
任
間
題
と
し
て
の
全
権
要
求
」

と
し
て
、
実
証
的
に
検
討
す
る
。
㈹
の
段
階
に
お
い
て
は
、
デ
ク
レ
H
ロ

ワ
に
反
対
し
て
き
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
も
、
例
外
状
況
に
お
け
る
必
要

悪
と
し
て
是
認
さ
れ
、
授
権
法
が
信
任
間
題
の
最
終
形
態
と
な
る
に
至
っ

た
こ
と
、
お
よ
ぴ
問
魑
の
焦
点
は
違
憲
・
合
憲
で
は
な
く
そ
れ
に
よ
っ
て

実
行
さ
れ
る
政
策
と
な
る
に
至
っ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
で
は
、
デ
ク
レ
u
ロ
ワ
の
法
律
問
題
が
、
…
一
「
議
会
の
承
認
前

の
デ
ク
レ
ー
ー
ロ
ワ
」
（
A
・
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
は
議
会
の
承
認
が
あ
る
ま
で

は
、
組
織
的
・
形
式
的
視
点
か
ら
行
政
行
為
で
あ
る
、
B
・
デ
ク
レ
n
ロ

ワ
は
制
定
さ
れ
た
時
か
ら
法
偉
の
効
カ
を
も
っ
て
い
る
、
C
・
デ
ク
レ
H

ロ
ワ
の
射
程
、
D
・
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
の
服
す
べ
き
条
件
）
、
ω
「
議
会
に

よ
る
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
の
承
認
」
、
㈹
「
デ
ク
レ
ー
■
ロ
ワ
に
対
す
る
統
制
」

（
A
・
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
政
治
的
統
制
、
B
・
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
の
裁
判
統

制
）
に
分
け
て
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
節
で
は
、
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
の
憲
法
問
魍
が
、
違
憲
論
・
含
窓
論
に

わ
た
っ
て
丹
念
に
紹
介
・
検
討
さ
れ
、
合
憲
論
が
一
般
に
成
功
し
て
い
な

い
こ
と
、
そ
れ
を
正
当
化
し
う
る
説
明
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
憲
法
慣
習
論
の

み
で
あ
る
が
、
違
憲
の
憲
法
慣
習
は
可
能
か
の
間
魑
が
残
る
こ
と
、
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
の
ま
と
め
お
よ
ぴ
総
括
で
は
、
①
第
三
莱
和
制
前
に
、
普
通
選

挙
に
基
礎
を
お
く
二
兀
型
議
院
制
・
議
会
中
心
主
義
が
成
立
し
た
が
、
そ

れ
は
広
汎
に
存
在
す
る
中
間
層
・
農
民
層
が
階
級
対
立
の
緩
衝
地
帯
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
し
え
た
こ
と
、
②
し
か
し
、
第
一
次
大

戦
後
の
イ
ン
フ
レ
と
三
〇
年
代
の
世
界
恐
慌
で
中
間
層
が
分
裂
し
、
階
級

対
立
が
議
会
の
中
に
も
ち
込
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
中
心
主
義
の
社

会
的
基
礎
が
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
お
よ
ぴ
③
そ
れ
に
対
応
し
て
、

議
会
中
心
主
義
が
、
政
府
（
多
数
派
）
の
形
成
に
お
い
て
も
、
立
法
能
カ

に
お
い
て
も
、
婁
態
に
対
処
し
う
る
構
造
を
も
た
ず
、
破
綻
せ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
終
軍
で
は
、
こ
の
よ
う
な
議
会
申
心
主
義
の
破
綻
に
ど
う
対
応
す

る
か
が
、
「
議
会
制
の
ゆ
く
え
ー
議
会
制
改
革
の
二
つ
の
系
譜
－
」
と
し

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ま
で
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に

戦
閲
期
に
、
民
意
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
を
制
約
し
、
行
政
府

を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
よ
う
と
す
る
保
守
派
と
、
選
挙
に
政

策
選
択
の
役
割
を
あ
た
え
選
挙
民
の
選
択
し
た
政
策
を
議
会
に
よ
っ
て
具

体
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
左
翼
政
党
の
対
応
が
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
検
討
を
第
三
共
和
制
後
に
ま
で
拡
大
し
、
前
者
の
系
譜
に
属
す
る
も

の
と
し
て
、
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
の
「
一
元
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強
化
」

の
構
想
と
第
五
共
和
制
憲
法
の
定
め
る
「
二
元
型
議
院
制
と
行
政
府
の
強

化
」
の
構
想
が
、
ま
た
後
者
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
ジ
ェ

ー
ル
・
モ
ッ
ク
の
憲
法
案
」
、
「
一
九
四
六
年
四
月
憲
法
草
案
」
お
よ
ぴ

「
〔
一
九
七
二
年
の
〕
左
翼
共
同
政
府
綱
領
と
議
会
復
権
論
」
等
の
諸
構
想

が
、
対
比
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
民
衆
は
、
一
貫
し
て

「
プ
ー
プ
ル
主
権
」
を
掲
げ
て
、
国
家
意
思
の
形
成
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ

た
「
プ
i
プ
ル
」
に
そ
の
介
入
手
段
を
確
保
し
、
国
家
意
思
の
形
成
過
程

の
支
配
を
求
め
て
き
た
が
、
み
ず
か
ら
そ
の
役
割
を
果
さ
な
い
の
で
あ
れ

ぱ
、
み
ず
か
ら
の
運
命
を
委
ね
る
「
主
人
」
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
と
す

る
。3

　
以
上
が
本
論
文
の
要
点
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
長
所

が
認
め
ら
れ
る
。

　
①
近
現
代
の
市
民
憲
法
は
、
国
民
主
権
・
国
氏
代
表
制
を
統
治
の
中

核
に
据
え
、
議
会
中
心
主
義
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
に

お
い
て
は
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
。

こ
の
間
魍
を
、
国
に
お
い
て
も
時
代
に
お
い
て
も
最
良
の
場
を
選
ん
で
本

格
的
に
検
討
し
た
こ
と
は
稜
極
約
な
評
価
に
値
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
対

抗
す
る
諸
原
理
の
故
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
で
、
ナ
シ
オ
ン
主

権
・
ナ
シ
オ
ン
代
表
制
を
自
覚
的
に
樹
立
し
た
。
第
三
共
和
制
前
期
に
は
、

普
通
選
挙
制
度
と
結
ぴ
つ
い
た
議
会
印
心
主
義
と
し
て
具
休
化
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
議
会
中
心
主
義
は
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
社
会
の
亀
裂
を

議
会
内
に
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
と
く
に
戦
間
期
に
は
機
能
麻
ひ
の
状

況
に
陥
っ
て
い
く
。
デ
ク
レ
H
ロ
ワ
の
常
態
化
と
多
数
派
（
政
府
）
形
成

能
カ
の
喪
失
は
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
麻
ひ
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状
況
を
克
服
す
ぺ
く
、
「
プ
ー
プ
ル
主
権
」
的
な
立
場
と
、
「
ナ
シ
オ
ン
主

権
」
の
枠
内
に
お
け
る
権
威
主
義
的
な
立
場
か
ら
異
な
っ
た
対
応
も
提
起

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
態
、
要
因
、
対
応
の
い
ず
れ
の
面
に
お

い
て
も
と
く
に
注
目
に
値
す
る
国
と
時
代
が
検
討
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
、

そ
れ
を
素
材
と
し
て
統
治
機
構
の
根
本
問
魍
と
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
こ

と
は
稜
極
的
な
評
価
に
値
す
る
。

　
②
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
入
手
可
能
な
第
一
次
お
よ
ぴ
第
二
次
資
料

が
網
羅
的
に
読
破
さ
れ
、
整
理
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い

て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
こ
こ
ま
で
資
料
面
で

ふ
み
こ
ん
だ
論
文
は
稀
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
、
本

論
文
は
稽
極
的
な
評
価
に
値
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
③
本
論
文
は
、
全
体
の
構
想
と
論
証
に
お
い
て
も
注
目
に
値
す
る
。

と
り
わ
け
議
会
中
心
主
義
の
成
立
と
崩
壌
の
社
会
経
済
的
、
政
治
的
お
よ

ぴ
法
論
理
的
な
必
然
性
と
そ
れ
へ
の
二
つ
の
型
の
対
慮
を
明
ら
か
に
し
え

て
い
る
こ
と
は
、
②
と
相
ま
っ
て
、
現
代
市
民
憲
法
の
統
治
機
構
の
根
本

間
魎
に
お
け
る
間
魎
状
況
を
よ
く
析
出
し
て
い
る
。

　
④
総
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
に
素
材
を
求
め
つ
つ
も
、
本
論

文
が
、
憲
法
単
の
こ
の
分
野
の
研
究
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
一
里
塚
を
掘
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
の
よ
う
な
気

に
な
る
占
…
も
あ
る
o

　
①
筆
カ
に
ま
か
せ
て
書
き
す
ぎ
て
い
る
と
の
感
が
残
る
。
大
筋
に
か

か
わ
り
の
な
い
枝
葉
の
部
分
に
つ
い
て
は
不
用
意
な
論
述
に
立
入
る
こ
と

を
避
け
る
な
ど
、
書
き
方
を
工
夫
し
て
欲
し
い
と
恩
わ
れ
る
部
分
が
散
見

さ
れ
る
。

　
②
序
章
に
お
け
る
規
定
と
終
章
部
分
と
の
関
係
で
気
に
な
る
部
分
も

あ
る
。
序
章
で
は
、
中
間
層
は
変
革
期
に
は
創
造
的
・
主
体
的
役
割
を
第

一
次
的
に
は
担
い
え
な
い
と
さ
れ
、
一
諸
階
級
が
そ
の
担
い
手
と
さ
れ
て
い

る
が
、
第
二
次
犬
戦
後
の
分
析
に
か
ん
す
る
終
章
で
は
、
こ
の
規
定
が
か

な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
現
時
点
に
お
け
る
変
革
の
構

造
も
、
理
解
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　
③
　
終
章
前
で
は
も
っ
ぱ
ら
第
三
共
和
制
を
分
析
し
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
終
章
で
第
二
次
低
界
犬
戦
後
に
飛
躍
し
て
い
る
こ
と
も
気
に
な

る
。
第
三
共
和
制
下
に
お
け
る
二
つ
の
型
の
対
応
が
と
く
に
明
確
に
な
る

の
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ぱ
、
理
解
し

え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文
の
圭
た
る
検
討
対
象
が
第
三

共
和
制
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ぱ
、
終
章
都
分
の
扱
い
方
に
は
な
お
工

夫
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
間
魍
点
は
、
本
論
文
の
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
審
査
員
一
同
は
、
所
定
の
面
接
試
験
の
紬
果
も
考
慮
し
て
、
竹
内
康

江
氏
に
対
し
て
一
橘
大
学
法
挙
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
適
当
と
判

断
す
る
。

　
　
昭
和
六
十
年
十
一
月
十
三
日
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